
山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
六
十
七
号
　
　
令
和
五
年
四
月
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
六
一

山
梨
県
公
報

第
三
百
六
十
七
号

令
和
五
年

四
月
六
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
放
置
違
反
金
収
納
事
務
の
委
託	

二
六
一

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出	

二
六
一

○
公
共
測
量
の
実
施	

二
六
二

○
公
共
測
量
の
終
了
（
四
件
）	

二
六
二

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

二
六
三

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

二
六
四

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
七
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
者
に
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
委
託
し
た
。

令
和
五
年
四
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 
郎

公
　
　
　
告

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
等
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
株
式
会
社
ケ
ー

ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
　
代
表
取
締
役
　
平
本
忠
　
茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
七
番
五
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
甲
府
店
　
山
梨
県
甲
府
市
国
母
五
丁

目
二
千
百
五
十
二
番
外

2
　
変
更
し
た
事
項

㈠
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

表
者
の
氏
名

委
託
し
た
相
手
方
の
住
所
及
び
名
称

委
託
し
た
事
務
の
内
容

委
託
し
た
期
間

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
四
丁

目
六
番
七
号
　
地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

収
納
し
た
放
置
違
反
金
に

関
す
る
収
納
情
報
の
取
り

ま
と
め

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
二
十

番
八
号
　
株
式
会
社
山
梨
中
央
銀
行

収
納
し
た
放
置
違
反
金
を

県
の
歳
入
と
す
る
た
め
の

収
納
情
報
の
処
理

同

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十

七
号
　
株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ

ー
ビ
ス

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗

に
お
け
る
放
置
違
反
金
の

収
納
事
務

同

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五

丁
目
四
百
二
十
一
番
地
　
株
式
会
社

セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

同

同

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

　
株
式
会
社
セ
ブ
ン

－

イ
レ
ブ
ン
・

ジ
ャ
パ
ン

同

同

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十

一
号
　
株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

ト

同

同

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大

字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一
　
株

式
会
社
ポ
プ
ラ

同

同

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目

五
番
地
一
　
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会

社

同

同

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十

番
一
号
　
山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

同

同

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番

二
号
　
株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

同

同

委
託
し
た
相
手
方
の
住
所
及
び
名
称

委
託
し
た
事
務
の
内
容

委
託
し
た
期
間

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
石
町
四
丁

目
六
番
七
号
　
地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

収
納
し
た
放
置
違
反
金
に

関
す
る
収
納
情
報
の
取
り

ま
と
め

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
二
十

番
八
号
　
株
式
会
社
山
梨
中
央
銀
行

収
納
し
た
放
置
違
反
金
を

県
の
歳
入
と
す
る
た
め
の

収
納
情
報
の
処
理

同

東
京
都
港
区
港
南
一
丁
目
八
番
二
十

七
号
　
株
式
会
社
し
ん
き
ん
情
報
サ

ー
ビ
ス

直
営
店
舗
及
び
加
盟
店
舗

に
お
け
る
放
置
違
反
金
の

収
納
事
務

同

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南
九
条
西
五

丁
目
四
百
二
十
一
番
地
　
株
式
会
社

セ
イ
コ
ー
マ
ー
ト

同

同

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八

　
株
式
会
社
セ
ブ
ン

－

イ
レ
ブ
ン
・

ジ
ャ
パ
ン

同

同

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
一
番
二
十

一
号
　
株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー

ト

同

同

広
島
県
広
島
市
安
佐
北
区
安
佐
町
大

字
久
地
六
百
六
十
五
番
地
の
一
　
株

式
会
社
ポ
プ
ラ

同

同

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目

五
番
地
一
　
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
株
式
会

社

同

同

東
京
都
千
代
田
区
岩
本
町
三
丁
目
十

番
一
号
　
山
崎
製
パ
ン
株
式
会
社

同

同

東
京
都
品
川
区
大
崎
一
丁
目
十
一
番

二
号
　
株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

同

同

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
　
平
本
忠

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
二
十
号

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
　
平
本
忠

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
七
番
五
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
六
十
七
号
　
　
令
和
五
年
四
月
六
日

二
六
二

通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
韮
崎
市
神
山
町
武
田
地
内
外

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
四
年
四
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
四
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
甲
斐
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
デ
ジ
タ
ル
航
空
写
真
撮
影
）

二
　
測
量
の
地
域
　
甲
斐
市
（
山
間
部
を
除
く
全
域
）

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
四
年
十
一
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
四
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
峡
東
建
設
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知

を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。令

和
五
年
四
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
地
図
情
報
レ
ベ
ル
5
0
0
、
0
．
5
m
メ
ッ
シ
ュ
）

二
　
測
量
の
地
域
　
笛
吹
市
春
日
居
町
鎮
目
地
先
外

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
四
年
九
月
五
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
峡
東
建
設
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知

を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。

㈡
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に

あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
　
平
本
忠

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
二
十
号

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
　
平
本
忠

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
七
番
五
号

3
　
変
更
の
年
月
日
　
令
和
四
年
八
月
一
日

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
五
年
三
月
十
七
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
五
年
八
月
七
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
中
北
建
設
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け

た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
砂
防
基
盤
図
作
成
）

二
　
測
量
の
地
域
　
韮
崎
市
、
南
ア
ル
プ
ス
市
及
び
中
央
市

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
五
年
三
月
八
日
か
ら
令
和
五
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
中
北
林
務
環
境
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
　
平
本
忠

茨
城
県
水
戸
市
柳
町
一
丁
目
十
三
番
二
十
号

株
式
会
社
ケ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役
　
平
本
忠

茨
城
県
水
戸
市
城
南
二
丁
目
七
番
五
号



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
六
十
七
号
　
　
令
和
五
年
四
月
六
日

二
六
三

令
和
五
年
四
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
北
杜
市
武
川
町
牧
原
字
巾
下
千
七
百
三
十
八
番

二
、
千
七
百
三
十
八
番
四
、
千
七
百
三
十
八
番
五
、
千
七
百
三
十
八
番
九
、
千
七
百
三
十
八
番
十
、

千
七
百
四
十
番
一
、
千
七
百
四
十
番
二
、
千
七
百
四
十
番
三
、
千
七
百
四
十
番
四
、
千
七
百
四
十
番

五
、
千
七
百
四
十
一
番
一
、
千
七
百
四
十
一
番
二
、
千
七
百
四
十
一
番
四
、
千
七
百
四
十
一
番
五
、

千
七
百
四
十
三
番
一
、
千
七
百
四
十
四
番
一
、
千
七
百
四
十
四
番
二
、
千
七
百
四
十
四
番
三
、
千
七

百
四
十
四
番
四
、
千
七
百
四
十
五
番
一
、
千
七
百
四
十
五
番
二
、
千
七
百
四
十
七
番
一
、
千
七
百
四

十
七
番
二
、
千
七
百
四
十
八
番
一
、
千
七
百
四
十
八
番
二
、
千
七
百
四
十
八
番
三
、
千
七
百
五
十
一

番
一
、
千
七
百
五
十
一
番
二
、
千
七
百
五
十
一
番
六
、
千
七
百
五
十
一
番
七
、
千
七
百
五
十
三
番

一
、
千
七
百
五
十
四
番
一
、
千
七
百
五
十
四
番
二
、
千
七
百
五
十
四
番
三
、
千
七
百
五
十
五
番
一
、

千
七
百
五
十
五
番
二
、
千
七
百
五
十
五
番
三
、
千
七
百
五
十
五
番
四
、
道
及
び
水

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路
　
水
路
　
緑

地

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
中
北
建
設
事
務
所
及
び
北
杜
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
山
梨
県
北
杜
市
武
川
町
牧
原
千
七
百
四
十
七
番
一
　

株
式
会
社
　
オ
キ
サ
イ
ド
　
代
表
取
締
役
　
古
屋
　
保
典

◉
　
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
五
年
四
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
韮
崎
市
栄
一
丁
目
三
千
六
百
六
十
二
番
、
三
千

六
百
七
十
七
番
一
、
道
及
び
水

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

令
和
五
年
四
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
笛
吹
市
八
代
町
竹
居
地
内
外

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
四
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
一
月
二
十
五
日
ま
で

◉
　
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
五
年
四
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
北
杜
市
須
玉
町
穴
平
字
蟹
坂
八
百
七
十
四
番
一

の
一
部
、
八
百
七
十
六
番
の
一
部
、
八
百
九
十
番
一
の
一
部
、
八
百
九
十
番
九
の
一
部
、
八
百
九
十

番
十
の
一
部
、
八
百
九
十
番
十
一
、
八
百
九
十
番
十
二
、
八
百
九
十
番
十
三
、
八
百
九
十
番
十
四
、

八
百
九
十
番
十
五
、
八
百
九
十
番
十
六
の
一
部
、
九
百
三
十
一
番
の
一
部
、
九
百
三
十
二
番
の
一

部
、
九
百
三
十
三
番
、
九
百
三
十
四
番
、
九
百
三
十
五
番
の
一
部
、
九
百
三
十
七
番
の
一
部
、
九
百

三
十
八
番
、
九
百
三
十
九
番
の
一
部
、
九
百
五
十
五
番
の
一
部
、
九
百
五
十
六
番
、
九
百
五
十
七

番
、
九
百
六
十
番
一
の
一
部
、
九
百
六
十
番
二
、
九
百
六
十
三
番
の
一
部
、
九
百
六
十
四
番
、
九
百

六
十
五
番
、
九
百
六
十
七
番
、
千
十
六
番
の
一
部
、
道
の
一
部
及
び
水
の
一
部

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路
　
水
路
　
緑

地

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
中
北
建
設
事
務
所
及
び
北
杜
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
山
梨
県
北
杜
市
須
玉
町
穴
平
八
百
九
十
番
一
　
エ
ム

エ
ー
テ
ィ
ー
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
鈴
木
　
正
敏

◉
　
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路
　
水
路
　
緑

地

次
の
図
の
と
お
り



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
六
十
七
号
　
　
令
和
五
年
四
月
六
日

二
六
四

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
中
北
建
設
事
務
所
及
び
韮
崎
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
甲
府
市
住
吉
三
丁
目
二
十
四
番
二
十
号
　
社
会
福
祉

法
人
　
ゆ
う
ゆ
う
　
理
事
長
　
矢
巻
　
行
祥

◉
　
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
五
年
四
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
東
四
丁
目
三
千
五
百
四
十

五
番
一
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
熊
穴
四
千
五
百
八
十

四
番
地
　
社
会
福
祉
法
人
　
明
清
会
　
理
事
長
　
立
川
　
篤
志

公
共
施
設
の
種
類

位
置
及
び
区
域

道
路
　
水
路
　
緑

地

次
の
図
の
と
お
り


